
（10）

認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
が
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す

問
健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
７
３

問
野
木
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

（
本
セ
ン
タ
ー
）撒（
57
）２
４
０
０

　

（
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
）撒（
23
）２
２
０
０

　

平
成
29
年
４
月
１
日
よ
り
認
知
症

の
早
期
診
断
・
早
期
対
応
に
向
け
た

「
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
」を

設
置
し
て
い
ま
す
。
認
知
症
に
な
っ

て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
と
は
？

　

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
と
と
も
に
、

　

保
健
師
や
社
会
福
祉
士
等
が
チ
ー

　

ム
と
な
り
活
動
し
て
い
ま
す
。

活
動
内
容

　

ご
本
人
・
ご
家
族
や
周
囲
の
方
か

　

ら
相
談
を
受
け
、
認
知
症
が
疑
わ

　

れ
る
方
の
も
と
へ
伺
い
、
必
要
な

　

サ
ー
ビ
ス
を
検
討
し
、
関
係
機
関

　

等
に
つ
な
い
で
い
き
ま
す
。（
最
長

　

６
ヶ
月
間
の
支
援
）

支
援
対
象
者

　

40
歳
以
上
で
、
在
宅
で
生
活
さ
れ

　

て
お
り
、
認
知
症
が
疑
わ
れ
る
方

　

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

◆
認
知
症
の
症
状
は
あ
る
が
、
認
知

　

症
の
専
門
医
に
よ
る
診
断
を
さ
れ

　

て
い
な
い
。

◆
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

　

い
な
い
、ま
た
は
中
断
し
て
い
る
。

◆
医
療･

介
護
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
し

　

て
い
る
が
認
知
症
状
の
対
応
に
苦

　

慮
し
て
い
る
。

　

認
知
症
は
早
期
発
見
・
早
期
治
療

に
よ
り
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
軽
度
の
認
知
症
で

あ
れ
ば
早
期
治
療
と
対
応
で
元
気
な

状
態
に
戻
る
こ
と
も
可
能
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
認
知
症
が
気
に
な
る

方
、
認
知
症
の
家
族
の
こ
と
で
お
悩

み
の
方
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
相

談
下
さ
い
。

お
れ
ん
じ
カ
フ
ェ

問
健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
７
３

　

「
お
れ
ん
じ
カ
フ
ェ
」と
は
認
知
症

の
方
や
そ
の
介
護
を
さ
れ
て
い
る
方

な
ど
、
誰
で
も
気
軽
に
利
用
い
た
だ

け
る
憩
い
の
場
で
す
。
日
頃
の
悩
み

や
思
い
な
ど
を
同
じ
立
場
の
人
た
ち

と
共
有
し
ま
せ
ん
か
。

日
10
月
16
日（
水
）

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

所
ひ
ま
わ
り
館

儡
無
料

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

　

フ
ァ
ー
コ
ス
薬
局　

薬
剤
師

令
和
元
年
度 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
助
成
に
つ
い
て

問
健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
７
１

日
10
月
１
日
～
令
和
２
年
２
月
29
日

対�

65
歳
以
上
の
方
、
及
び
60
歳
以
上

65
歳
未
満（
接
種
時
）で
心
臓
、
じ

ん
臓
、
呼
吸
器
機
能
ま
た
は
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

機
能
に
障
が
い
を
有
す
る
身
体
障

害
者
手
帳
１
級
所
有
者
の
方（
１

回
目
の
み
）

自
己
負
担
額

　

１
３
０
０
円（
助
成
対
象
者
の
う

　

ち
、生
活
保
護
世
帯
の
方
は
無
料
）

助
成
方
法

【
契
約
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合
】

①
助
成
対
象
者
の
う
ち
生
活
保
護
世

　

帯
に
属
す
る
方
は
、
無
料
対
象
者

　

証
明
書
の
申
請
が
必
要
で
す
。
印

　

鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
健
康
福
祉

　

課
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

②
①
以
外
の
助
成
対
象
者
の
方
は
、

　

町
か
ら
医
療
機
関
に
助
成
額
を
支

　

払
い
ま
す
の
で
町
に
申
請
す
る
必

　

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
右
記
以
外
】　

　

接
種
す
る
前
に
医
療
機
関
へ
の
依

　

頼
書
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
印
鑑

　

を
持
っ
て
町
健
康
福
祉
課
に
お
こ

　

し
く
だ
さ
い
。
接
種
後
、
町
に
助

　

成
額
を
請
求
す
る
方
法
と
な
り
ま

　

す
。
改
め
て
町
健
康
福
祉
課
に
、

　

次
に
挙
げ
る
①
～
④
を
持
参
し
、

　

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
予
診
票
ま
た
は
予
診
票
の
写
し

　

②
領
収
書

　

③
印
鑑

　

④
振
込
先
の
口
座
が
わ
か
る
も
の

契
約
医
療
機
関

　

野
木
町
内
の
医
療
機
関（
左
記
参

　

照
）、
小
山
地
区
医
師
会
、
古
河
市

　

医
師
会
、猿
島
郡
医
師
会
、栃
木
県

　

医
師
会
加
入
の
医
療
機
関

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

医療機関名 住　所 電話番号
いなば内科クリニック 丸林 58３-３ （57）0770
岩﨑医院 佐川野 １806-１ （56）0280
菊池クリニック 野渡 245-2 （57）25１0
木村医院 野渡 2797-３ （2３）26１１

さくら診療所 野渡 １097 （54）5004

鹿野クリニック 丸林 42１-9 （57）0056
寺内整形外科 友沼 6507-１ （57）98１１
野木病院 友沼 5３20-2 （57）１0１１

野木町内契約医療機関

お知らせ


